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武庫川峡谷環境調査に係るこれまでの経緯 

 

 

１ 武庫川ダム建設事業の経緯 

○平成 5 年 4 月  武庫川ダム建設事業採択 

○平成 12 年 1 月  環境影響評価概要書縦覧（住民意見書 708 通） 

○平成 12 年 5 月  環境影響評価審査会答申 

○平成 12 年 9 月   知事が県議会で「武庫川の治水対策に対する合意形成の新たな取り組み 

を行い、総合的な治水対策を検討する」と表明 

○平成 16 年 3 月  「武庫川流域委員会」設置 

 

 

２ 武庫川流域委員会での新規ダム案の検討と取り扱い 

平成 18 年 3 月の第 37 回、4 月の第 38 回流域委員会において新規ダム案の選択について検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年 6 月  第 44 回、第 45 回流域委員会において、県が作成した「新規ダム建設によ

る環境への影響検討」資料について審議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年 7 月  第 47 回流域委員会において、新規ダム計画案について意思決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年 8 月  武庫川流域委員会から知事に提言書を提出 

 

 

３ 武庫川峡谷環境調査の実施 

平成 18 年 8 月  知事が定例記者会見で「武庫川峡谷環境調査」の実施を表明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年 1 月  河川審議会第１回環境部会において、調査項目等を審議 

平成 19 年 1 月  第 67 回武庫川流域委員会運営委員会において、調査項目等を報告 

平成 19 年 3 月  河川審議会において、環境部会の審議状況を報告 

平成 19 年 6 月  河川審議会第 2 回環境部会において、調査の実施状況等を審議 

平成 19 年 6 月  河川審議会において、環境部会の審議状況を報告 

平成 19 年 7 月  第 50 回流域委員会において、“新規ダムに係る「武庫川峡谷環境調査」（全

体）”資料を県から報告 

【提言書（P67：「環境への影響検討資料」の提出と検討より抜粋】 

「この環境影響検討資料をもって、新規ダムのアセスメント資料として判断できない。今後

のモニタリング調査に待つ課題が山積しており、現時点で新規ダムの可否の判断材料とする

ことはできない。この検討資料は、今後長期にわたって調査したうえ新規ダムの可能性を検

討する資料として扱うのが妥当である。次期整備計画に向けての検討課題を委員会からは提

起し、時間をかけた十二分な調査を促したい。」 

【提言書（P66）：新規ダム計画の論点より抜粋】 

①新規ダムによって、下流域のあらゆる洪水被害を防げるものではない。ダムを造ったとし

ても、並行して河道の流下能力を高め、堤防の強化を図ることが必要である。 

②新規ダムの試験湛水や洪水時の湛水によって、峡谷の生物環境および景観は厳しい状況に

さらされる。 

③新規ダム建設に伴う河道の流況、水質、土壌等に大きな変化が予想され、その解明が必要

である。 

④新規ダムの機能や効果についての疑問点に対して、河川管理者はきちんと答える必要があ

る。 

【提言書（P70）：新規ダム計画についての流域委員会の意思決定より抜粋】 

①旧・武庫川ダム計画を白紙の状態から流域委員会で検討することになった７年間に及ぶ経緯

や、その直接的な契機になった県環境保全審議会の答申、およびこれにもとづく当時の貝原知

事の決定を直視すれば、旧・武庫川ダム計画と同等のものを検討するより先に、新規ダム代替

策を徹底的に検討して、その可能性を追求することが先決であることは論を待たない。 

②当流域委員会は発足以来２年余にわたって、総合治水の観点から流域対策やダム代替策を徹底

的に検討してきた結果、整備計画レベルはもちろん、基本方針レベルにおいても、諸条件を整

備すれば新規ダムに頼らなくても武庫川の治水計画に必要な効果量を期待できるようになっ

た。現時点ではこうした対策の実現を図るために、全力を投入するべきである。 

③新規ダム計画案は、旧・武庫川ダム計画とほぼ同じものであり、７年前までに指摘されていた

環境的課題をはじめさまざまな問題点について未だ解決策等についての進展をみていない。環

境課題については、当委員会が採択した「武庫川水系に暮らす生き物およびその生息環境の持

続に関する原則」に照合して、６月６日のＷＴ会議に県立人と自然の博物館の協力を得て急遽

作成した「環境への影響検討資料」が報告され、第４４回流域委員会に報告し２回にわたって

審議した。生物環境については上記原則に添って検討されたものとして評価するが、なお長期

にわたる解明が必要な検討課題が多く残されており、現段階では問題解決を図れる状況には至

っていない。したがって本資料は、基本方針レベルでの検討段階（次期整備計画策定時）へ向

けての検討課題として位置づけるのが至当である。 

【知事コメント 抜粋】 

「新規ダムの環境へ及ぼす影響などについて、河川審議会に諮問して技術的、経済的検証・精査

を加える」 
 

【第 63 回運営委員会資料 1-3 抜粋】 

「河川整備基本方針・整備計画策定に向けた取り組み」 

（４）環境調査の実施 

新規ダムについては、流域委員会から「解明の必要な検討課題が多く残されている。」との

意見を受けており、これまでの環境調査の補足調査や新たな指摘事項について調査を実施する

とともに、環境保全対策の検討や貴重種の移殖実験等を行うなど、新規ダムが環境に及ぼす影

響について説明できる資料を作成する。 


